
測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
施
工
体
制
確
認
型
一
般
競
争
入
札
を
執
行
す
る
の

で
、
奈
良
県
道
路
公
社
定
款
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日

奈
良
県
道
路
公
社

理
事
長

稲

山

一

八

第
一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
等

一

業
務
名

用
地
整
理
業
務
委
託

業
務
番
号

第
二
十
七
ー
Ａ
Ｂ
ー
十
五
ー
二
号

二

業
務
場
所

生
駒
市
有
里
町
か
ら
壱
分
町

地
内

三

業
務
内
容

用
地
測
量

Ａ
＝
十
七
万
九
千
、
六
百
四
十
六
㎡

四

履
行
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
日
（
予
定
）
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

五

予
定
価
格

五
、
二
四
八
、
八
〇
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
ま
す
。
）

六

最
低
制
限
価
格

四
、
三
四
一
、
六
〇
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
ま
す
。
）

七

入
札
方
法

郵
便
に
よ
る
入
札

八

落
札
者
の
決
定
方
法

開
札
後
、
施
工
体
制
確
認
調
査
を
行
っ
た
上
で
落
札
者
を
決
定
し
ま
す
。

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。

第
二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

一

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
を
受
け
た
測
量
業
者
で
あ
っ
て
、
登
録
を
受
け
た
後
の
実
績
が
あ
る
業
者
で
あ
る
こ
と
。

二

奈
良
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
の
う
ち
測
量
業
務
に
登
録
を
受
け
、
Ａ
等
級
Ａ
１
グ

ル
ー
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

奈
良
県
内
に
本
店
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四

こ
の
業
務
の
期
間
中
、
複
数
の
技
術
者
を
配
置
で
き
る
こ
と
。

な
お
、
そ
の
う
ち
一
名
は
測
量
士
の
資
格
を
有
す
る
技
術
者
を
配
置
で
き
る
こ
と
。

ま
た
、
配
置
す
る
技
術
者
は
、
雇
用
関
係
に
あ
る
者
（
代
表
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、

そ
の
う
ち
主
任
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
の
日
以
前
か
ら

三
か
月
以
上
雇
用
関
係
に
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
説
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

第
三

入
札
日
程
等

手
続
等

期
間
・
期
日
・
期
限

場
所
等



入
札
説
明
書
の
交
付

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日
（
金
）

奈
良
県
道
路
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

か
ら
同
年
十
一
月
五
日
（
木
）
ま

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く

で

だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.nara-dourokoush

a.or.jp

設
計
図
書
等
の
交
付

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日
（
金
）

奈
良
県
道
路
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

か
ら
同
年
十
一
月
二
日
（
月
）
午

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く

後
四
時
ま
で

だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.nara-dourokoush

a.or.jp

設
計
図
書
等
の
閲
覧

平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
（
木

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー

（
数
字
等
が
不
鮮
明

）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

一

郡
山
総
合
庁
舎
北
棟
三
階

な
場
合
）

（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除

奈
良
県
道
路
公
社
総
務
企
画
課

き
ま
す
。
）

設
計
図
書
等
に
関
す

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日
（
金
）

奈
良
県
道
路
公
社
宛
て
に
メ
ー

る
質
問
の
提
出

か
ら
同
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
の

ル
で
ご
質
問
く
だ
さ
い
。

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
き

douro@
nara-kousha.or.jp

ま
す
。
）

質
問
に
対
す
る
回
答

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日
（

奈
良
県
道
路
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

木
）

ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.nara-dourokousha.



or.jp
入
札
書
の
提
出

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日
（
金
）

送
付
先

か
ら
同
年
十
一
月
二
日
（
月
）
午

〒
六
三
九
ー
一
〇
四
一

後
四
時
ま
で
（
期
限
ま
で
に
到
着

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー

し
た
も
の
の
み
有
効
。
書
留
郵
便

一

郡
山
総
合
庁
舎
北
棟
三
階

に
限
る
。
）
。
入
札
書
は
、
二
重

奈
良
県
道
路
公
社
理
事
長
宛
て

封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
十
一
月

（
「
親
展
」
と
朱
書
し
て
く
だ

四
日
開
札

用
地
整
理
業
務
委
託

さ
い
。
）

第
二
十
七
ー
Ａ
Ｂ
ー
十
五
ー
二

号

生
駒
市
有
里
町
か
ら
壱
分
町

地
内

入
札
書
在
中
」
と
朱
書
す

る
と
と
も
に
、
商
号
又
は
名
称
を

記
入
し
、
中
封
筒
に
入
札
書
を
入

れ
、
直
接
提
出
す
る
場
合
と
同
様

に
封
印
等
の
処
理
を
し
て
く
だ
さ

い
。

開
札

平
成
二
十
七
年
十
一
月
四
日
（
水

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー

）
午
前
十
時
三
十
分

一郡
山
総
合
庁
舎
北
棟
四
階

講

義
・
研
修
室

「
く
じ
」
を
行
う
場

平
成
二
十
七
年
十
一
月
四
日
（
水

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー

合
の
日
時
及
び
場
所

）

一

（
対
象
者
の
み
）

（
開
札
後
直
ち
に
行
い
ま
す
。
）

郡
山
総
合
庁
舎
北
棟
四
階

講

義
・
研
修
室

競
争
入
札
参
加
資
格

平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日
（
木

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー

確
認
申
請
書
等
及
び

）
午
後
四
時
ま
で
（
持
参
に
限
り

一



施
工
体
制
確
認
調
査

ま
す
。
）

郡
山
総
合
庁
舎
北
棟
三
階

書
類
の
提
出

奈
良
県
道
路
公
社
総
務
企
画
課

（
落
札
候
補
者
の
み

）
注

表
に
掲
げ
る
期
間
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
ま
す
。

第
四

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
及
び
施
工
体
制
確
認
調
査
の
実
施

開
札
後
、
落
札
候
補
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
競
争
入
札
参
加
資
格
確

認
申
請
書
及
び
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
」

と
い
い
ま
す
。
）
並
び
に
施
工
体
制
確
認
調
査
書
類
を
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
が
あ
る
こ

と
の
確
認
及
び
施
工
体
制
に
つ
い
て
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
五

そ
の
他

一

入
札
執
行
回
数

入
札
執
行
回
数
は
、
一
回
と
し
ま
す
。

二

入
札
保
証
金

免
除
し
ま
す
。

三

契
約
保
証
金

奈
良
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
奈
良
県
規
則
第
十
四
号
）
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用

し
ま
す
。

四

前
払
金
の
請
求
の
可
否

可

五

入
札
の
無
効

第
二
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
及
び
入
札

に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
又
は
失
格
と
し
ま
す
。

六

契
約
の
不
締
結

落
札
決
定
後
、
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
、
落
札
者
が
入
札
参
加
資
格
の
制
限
又
は
奈
良
県
建
設

工
事
等
請
負
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
停
止
措
置
を
受
け
た
場

合
は
、
契
約
を
締
結
し
ま
せ
ん
。

七

手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無



無

八

こ
の
業
務
に
直
接
関
連
す
る
他
の
業
務
委
託
の
契
約
を
こ
の
業
務
委
託
の
契
約
相
手
方
と
随
意

契
約
に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無

無

九

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
契
約
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地
等

〒
六
三
九
ー
一
〇
四
一

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー
一

郡
山
総
合
庁
舎
北
棟
三
階

奈
良
県
道
路
公
社
総
務
企
画
課
総
務
契
約
係

電
話

〇
七
四
三
ー
五
一
ー
〇
二
五
五
（
直
通
）

十

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。

２

代
表
者
又
は
受
任
者
（
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
に
お
い
て
、
代
表
者
か
ら
契
約
締
結

権
限
等
の
委
任
を
受
け
て
い
る
者
を
い
い
ま
す
。
）
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
「
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
変
更
の
事
実
発
生
以
降
は
、
変
更
後
の
契
約
締
結
権
限
等
を
有
す
る
者
の
名
義
で
入

札
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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